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(57)【要約】
【課題】表示ムラの発生を抑制することで表示品位を向
上するようにした電気光学装置、電気光学装置の製造方
法及び電子機器を提供する。
【解決手段】各画素２０に形成される透明導電層４７を
、全てコンタクトホールＨを介して導電層ＭＬに電気的
に接続されるようにした。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成された陰極と、前記陽極と前記陰極と
の間に設けられた発光性材料とを備え、前記陽極は前記発光性材料が設けられる画素毎に
形成された電気光学装置において、
　前記基板と前記陽極との間に形成された導電層と、
　前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部とを備えていることを特徴と
する電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学装置において、
　前記接続部は前記画素毎に備えられていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気光学装置において、
　前記接続部はコンタクトホールで構成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記基板上には前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成され
る素子形成層を備え、
　前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的に切断
するための絶縁層が形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電気光学装置において、
　前記絶縁層は、その誘電率をεとしたとき、膜厚が２ε／３．５μｍ以上であることを
特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（
Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、及びこれらの合金またはシリサイド
のうちの一つで構成されることを特徴とする電気光学装置。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電層は少なくとも一層の金属層を含む複数の導電層から構成されていることを特
徴とする電気光学装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の電気光学装置において、
　前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その下地保護層は二酸化珪素で構成
され、
　前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導電層、第２導電層から構成される
導電層であって、
　前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第２導電層はアルミニウム（Ａ１）、ニッケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐｔ）、及びこ
れらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成されていることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の電気光学装置において、
　前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その保護層は二酸化珪素で構成され
、
　前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導電層、第２導電層、第３導電層か
ら構成され、
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　前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第２導電層は銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａ１）、ニッケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐ
ｔ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第３導電層は窒化チタン（ＴｉＮ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タング
ステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つ
で構成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電層は前記基板から突出して形成された突出部を備えていることを特徴とする電
気光学装置。
【請求項１１】
　基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成された陰極と、前記陽極と前記陰極と
の間に設けられた発光性材料とを備えるとともに、前記発光性材料を画素毎に区分けする
ためのバンク層と、前記基板と前記陽極との間に形成された導電層と、前記陰極と前記導
電層とを電気的に接続するための接続部と、前記基板上には前記発光性材料に供給される
電流を制御するための能動素子が形成される素子形成層と、前記素子形成層と前記導電層
との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的に切断するための絶縁層とを備えた電
気光学装置の製造方法において、
　前記基板の上方に前記導電層を形成する工程と、
　前記導電層の上方に前記絶縁層、前記素子形成層、前記陽極及びバンク層を形成する工
程と、
　前記絶縁層に開口パターンを形成するのと同時に前記陰極と前記導電層とを電気的に接
続するための接続部開口パターンを形成する工程と、
　前記発光性材料を形成する工程と、
　前記接続部を含む前記発光性材料を形成した領域の全面に透明性導電膜を形成する工程
とを備えたことを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電気光学装置の製造方法において、
　前記導電層は第１導電層、第２導電層及び第３導電層から構成される導電層を備え
　前記素子形成層は前記能動素子に信号を供給するための第１の信号線と第２の信号線と
を備え、
　前記第１導電層は前記第１の信号線を形成すると同時に形成され、
　前記第２導電層は前記第２の信号線を形成すると同時に形成されるようにしたことを特
徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の電気光学装置の製造方法において、
　前記導電層はスパッタ法で形成するようにしたことを備えたことを特徴とする電気光学
装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１０のいずれか一つに記載の電気光学装置を備えていることを特徴とする
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置及び電気光学装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶素子、有機ＥＬ素子、電気泳動素子、電子放出素子等といった電気光学素子を複数
備えた表示ディスプレイの駆動方式の一つにアクティブマトリクス駆動方式がある。アク
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ティブマトリクス駆動方式の表示ディスプレイには、例えば、各電気光学素子の陰極が透
明電極で形成され、その陰極側から有機ＥＬ素子にて発せられた光が出射されるトップエ
ミッションタイプの表示ディスプレイがある。
【０００３】
　この種の表示ディスプレイにおいては、透明電極はスズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ
）で構成された透明導電性薄膜であって表示パネル部の全面に渡って形成されている。一
般に、透明導電性薄膜は金属と比較してその抵抗率が高いことが知られている。従って、
表示パネル上に形成される位置によって電気光学素子の陰極の電位に差が生じる。その結
果、例えば、全ての画素に同じ電圧レベルのデータ信号を供給したとき、画素が形成され
る位置によって輝度に差が生じてしまう。この結果、表示パネル部に、所謂、表示ムラが
生じる。特に表示パネル部が大型化されるのに伴ってこの表示ムラが顕著に現れてしまう
。
【０００４】
　例えば、表示パネル部の中央部に形成される画素の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極の電位
が外周部に形成される画素の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極の電位に比べて高くなってしま
う場合がある。この結果、表示パネル部の中央部と外周部とで表示ムラが生じる。
【０００５】
　そこで、表示パネル部の陽極側である基板上に導電性の突起部を設け、その突起部を有
機ＥＬ素子の陰極に接続された透明導電性薄膜に接続するようにした構造を備えた表示デ
ィスプレイが知られている（例えば、特許文献１参照）。このようにすることで、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤの陰極の電位が、各画素を形成される位置によって差が生じるのを抑制す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３６３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記したような導電性の突起部を形成することは技術的に困難である。
本発明は上記問題点を解消するためになされたものであって、表示ムラの発生を抑制する
ことで表示品位を向上するようにした電気光学装置、電気光学装置の製造方法及び電子機
器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電気光学装置は、基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成された陰極
と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光性材料とを備え、前記陽極は前記発光性
材料が設けられる画素毎に形成された電気光学装置において、前記基板と前記陽極との間
に形成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部とを備
えている。
【０００９】
　これによれば、接続部を介して前記陰極と前記導電層と電気的に接続した。従って、前
記陰極が、例えば、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）といった比較的抵抗率が高い透
明導電性薄膜であっても前記陰極の電位が画素毎で異なることはない。この結果、画素が
形成される位置によって表示ムラが発生するのを抑制することができる。このことから、
表示品位が優れた電気光学装置を提供することができる。
【００１０】
　この電気光学装置において、前記接続部は前記画素毎に備えられていてもよい。
  これによれば、形成される位置によって表示ムラが発生するのを画素毎に確実に抑制す
ることができる。
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【００１１】
　この電気光学装置において、前記接続部はコンタクトホールで構成されていてもよい。
  これによれば、前記接続部を容易に形成することができる。
【００１２】
　この電気光学装置において、前記基板上には前記発光性材料に供給される電流を制御す
るための能動素子が形成される素子形成層を備え、前記素子形成層と前記導電層との間に
は前記素子形成層と前記導電層とを電気的に切断するための絶縁層が形成されていてもよ
い。
【００１３】
　これによれば、前記導電層の上方に前記能動素子を形成した電気光学装置において、画
素が形成される位置によって表示ムラが発生するのを抑制することができる。
【００１４】
　この電気光学装置において、前記絶縁層は、その誘電率をεとしたとき、膜厚が２ε／
３．５μｍ以上であってもよい。
  これによれば、絶縁層を、その膜厚が２ε／３．５μｍ以上になるように形成した。従
って、絶縁層上に形成される前記能動素子に前記導電層を構成する材料が拡散するのを確
実に防止することができる。また、前記導電層と前記能動素子の間に形成される寄生容量
を低減し、駆動回路を安定動作させることができ、それによって電気光学装置の表示品質
を向上させることができる。
【００１５】
　この電気光学装置において、前記導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タング
ステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、及びこ
れらの合金またはシリサイドのうちの一つで構成されていてもよい。
  これによれば、導電層を容易に形成することができる。
【００１６】
　この電気光学装置において、前記導電層は少なくとも一層の金属層を含む複数の導電層
から構成されていてもよい。
【００１７】
　これによれば、例えば、導電層のうち他の層に接して形成される導電層を、該導電層が
構成される材料が拡散されにくいもので構成することで前記他の層の物性を変化させない
ようにすることができる。
【００１８】
　この電気光学装置において、前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その下
地保護層は二酸化珪素で構成され、前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導
電層、第２導電層から構成される導電層であって、前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タ
ンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシ
リサイドのいずれか一つで構成され、前記第２導電層はアルミニウム（Ａ１）、ニッケル
（Ｎｉ）及び白金（Ｐｔ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成さ
れていてもよい。
  これによれば、前記保護層との密着性に優れ且つ導電率の低い導電層を備えた電気光学
装置を提供することができる。
【００１９】
　この電気光学装置において、前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その保
護層は二酸化珪素で構成され、前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導電層
、第２導電層、第３導電層から構成され、前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（
Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイド
のいずれか一つで構成され、前記第２導電層は銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａ１）、ニッ
ケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐｔ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構
成され、前記第３導電層は窒化チタン（ＴｉＮ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、
タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれ
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か一つで構成されていてもよい。
【００２０】
　これによれば、チタン（Ｔｉ）で第１導電層を構成した。従って、第１導電層を下地保
護層に密着して形成することができる。また、銅（Ｃｕ）で第２導電層を構成した。従っ
て、導電層の導電率を高くすることができる。さらに、窒化チタン（ＴｉＮ）で第３導電
層を構成した。従って、第２導電層を構成する銅（Ｃｕ）と第３導電層上に形成される層
を構成する材料とが反応して、その結果、第２導電層の導電率が低下するのを防止するこ
とができる。
【００２１】
　この電気光学装置において、前記導電層は前記基板から突出して形成された突出部を備
えていてもよい。
  これによれば、突出された導電層を各種外部装置と直接接続することで特別なインター
フェースといった接続手段を設けることなく前記各陰極の電位を直接制御することができ
る。
【００２２】
　本発明の電気光学装置の製造方法は、基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成
された陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光性材料とを備えるとともに、
前記発光性材料を画素毎に区分けするためのバンク層と、前記基板と前記陽極との間に形
成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部と、前記基
板上には前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成される素子形
成層と、前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的
に切断するための絶縁層とを備えた電気光学装置の製造方法において、前記基板の上方に
前記導電層を形成する工程と、前記導電層の上方に前記絶縁層、前記素子形成層、前記陽
極及びバンク層を形成する工程と、前記絶縁層に開口パターンを形成するのと同時に前記
陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部開口パターンを形成する工程と、前
記発光性材料を形成する工程と、前記接続部を含む前記発光性材料を形成した領域の全面
に透明性導電膜を形成する工程とを備えた。
【００２３】
　これによれば、前記陰極が、例えば、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）といった比
較的抵抗率が高い透明導電性薄膜であっても画素が形成される位置によって表示ムラが発
生するのを抑制することができる電気光学装置を製造することができる。また、４層から
６層ある絶縁層に開口部（コンタクトホール、画素発光領域など）を形成するのと同時に
、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続する接続部（コンタクトホール）を形成できる
ので、工程を変更せずに高品質な電気光学装置を製造することができる。
【００２４】
　この電気光学装置の製造方法において、前記導電層は第１導電層、第２導電層及び第３
導電層から構成される導電層を備え、前記素子形成層は前記能動素子に信号を供給するた
めの第１の信号線と第２の信号線とを備え、前記第１導電層は前記第１の信号線を形成す
ると同時に形成され、前記第２導電層は前記第２の信号線を形成すると同時に形成されて
いてもよい。
  これによれば、前記接続部を容易に形成することができる。
【００２５】
　この電気光学装置の製造方法において、前記導電層はスパッタ法で形成するようにして
もよい。
【００２６】
　これによれば、蒸着法といった他の方法で形成する場合と比較して前記導電層の成膜温
度を低くすることができる。この結果、基板等に欠陥等が生じるのを防止することができ
る。
【００２７】
　本発明の電子機器は、上記電気光学装置を備えている。
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  これによれば、陰極が、例えば、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）といった比較的
抵抗率が高い透明導電性薄膜であっても表示品位が優れた電子機器を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】有機ＥＬディスプレイの電気的構成を説明するためのブロック図である。
【図２】表示パネル部及びデータ線駆動回路の電気的構成を示す回路図である。
【図３】画素の回路図である。
【図４】第１実施形態における表示パネル部の一部断面図である。
【図５】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明する
ための図である。
【図６】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明する
ための図である。
【図７】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明するための図
である。
【図８】第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明するための図である。
【図９】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明するための図
である。
【図１０】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の表示パネル部の製造方法を説明するための
図である。
【図１１】第２実施形態における表示パネル部の一部断面図である。
【図１２】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、第２実施形態の表示パネル部の製造方法を説明す
るための図である。
【図１３】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、第２実施形態の表示パネル部の製造方法を説明す
るための図である。
【図１４】（ａ），（ｂ）は、第２実施形態の表示パネル部の製造方法を説明するための
図である。
【図１５】第３の実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を
示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明を液晶表示装置に適用した各実施形態を図面に基づいて説明する。また、
各実施形態は、本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本
発明の技術思想の範囲内で任意に変更可能である。さらに、以下に示す各図においては、
各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材ごとに縮尺を
異ならせてある。
  （第１実施形態）
  本発明を具体化した第１実施形態を図１～図１０に従って説明する。図１は、有機ＥＬ
ディスプレイの電気的構成を説明するためのブロック図である。図２は、表示パネル部及
びデータ線駆動回路の電気的構成を示す回路図である。図３は、本実施形態における画素
の回路図である。また、図４は本実施形態における表示パネル部の一部断面図である。
【００３０】
　図１に示すように、有機ＥＬディスプレイ１０は、信号生成回路１１、表示パネル部１
２、走査線駆動回路１３及びデータ線駆動回路１４を備えている。有機ＥＬディスプレイ
１０の信号生成回路１１、走査線駆動回路１３及びデータ線駆動回路１４は、それぞれが
独立した電子部品によって構成されていてもよい。例えば、信号生成回路１１、走査線駆
動回路１３及びデータ線駆動回路１４が、各々１チップの半導体集積回路装置によって構
成されていてもよい。また、信号生成回路１１、走査線駆動回路１３及びデータ線駆動回
路１４の全部若しくは一部がプログラマブルなＩＣチップで構成され、その機能がＩＣチ
ップに書き込まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。
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【００３１】
　信号生成回路１１は、図示しない外部装置から供給されるクロックパルスＣＰ及び画像
デジタルデータＤを入力する。信号生成回路１１は、クロックパルスＣＰに基づいて水平
同期信号ＨＳＹＮＣ及び垂直同期信号ＶＳＹＮＣを作成する。
  また、信号生成回路１１は、その作成した水平同期信号ＨＳＹＮＣを走査線駆動回路１
３に出力するとともに、前記垂直同期信号ＶＳＹＮＣをデータ線駆動回路１４に出力する
。さらに、信号生成回路１１は、画像デジタルデータＤをデータ線駆動回路１４に出力す
る。
【００３２】
　表示パネル部１２は、図２に示すように、行方向に沿って延設されるｎ本の走査線Ｙ１
，Ｙ２，…，Ｙｎを備えている。また、表示パネル部１２は、列方向に沿って延設される
ｍ本のデータ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍを備えている。走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎは同表
示パネル部１２の図中上部側から下部側に向かって第１の走査線Ｙ１、第２の走査線Ｙ２
、…、第ｎの走査線Ｙｎの順に備えられている。そして、前記各走査線Ｙ１，Ｙ２，…，
Ｙｎと前記各データ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍとの交差部に対応した各位置には画素２０が
形成されている。
【００３３】
　さらに、表示パネル部１２は、前記各データ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍに並行して延設さ
れるｍ本の電源線Ｌｏを備えている。全ての電源線Ｌｏには電源電圧Ｖｏが供給されてい
る。
【００３４】
　各画素２０は、対応する走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎを介して走査線駆動回路１３に接
続されている。また、各画素２０は、対応するデータ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍを介してデ
ータ線駆動回路１４に接続されている。さらに、各画素２０は、電源線Ｌｏに接続されて
いる。
【００３５】
　画素２０は、その各々が図３に示すように、駆動トランジスタＱｄ、スイッチングトラ
ンジスタＱｓｗ、保持キャパシタＣｏ及び有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを備えている。尚、図３
は、ｎ番目の走査線Ｙｎとｍ番目のデータ線Ｘｍとの交差部に対応する位置に形成された
画素２０の等価回路図である。各画素２０の電気的構成は全て同じであるので、説明の便
宜上、以下、ｎ番目の走査線Ｙｎとｍ番目のデータ線Ｘｍとの交差部に対応する位置に形
成された画素２０についてのみについて説明し、他の画素２０についてはその説明を省略
する。
【００３６】
　駆動トランジスタＱｄは、通常はＴＦＴ（薄膜トランジスタ）で構成されている。また
、駆動トランジスタＱｄは本実施形態ではその導電型がＰ型である。スイッチングトラン
ジスタＱｓｗは本実施形態ではその導電型がＮ型である。
【００３７】
　スイッチングトランジスタＱｓｗは、そのソースがデータ線Ｘｍに接続されている。ス
イッチングトランジスタＱｓｗのゲートは走査線Ｙｎに接続されている。スイッチングト
ランジスタＱｓｗのドレインは、駆動トランジスタＱｄのゲートに接続されている。駆動
トランジスタＱｄのゲート／ソース間には保持キャパシタＣｏが接続されている。また、
駆動トランジスタＱｄのソースは電源線Ｌｏに接続されている。駆動トランジスタＱｄの
ドレインは有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陽極Ｅ１に接続されている。
【００３８】
　上記のように構成された画素２０は、その有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２がコンタク
トホールＨを介して他の有機ＥＬ素子と共通の陰極に電気的に接続されている。また、前
記陰極Ｅ２は図示しない外部装置に接続するための接続ポートＰｏに接続されている。
【００３９】
　走査線駆動回路１３は、走査信号ＳＣ１，ＳＣ２，…，ＳＣｎを作成する。各走査信号
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ＳＣ１，ＳＣ２，…，ＳＣｎはＬレベル及びＨレベルを有する電圧信号である。また、走
査線駆動回路１３は前記水平同期信号ＨＳＹＮＣに従って、Ｈレベルの走査信号を各走査
線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎに出力することで順次走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎを選択駆動す
る。
【００４０】
　データ線駆動回路１４は、図２に示すように複数の単一ラインドライバ１４ａを備えて
いる。複数の単一ラインドライバ１４ａの各々は対応するデータ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍ
に接続されている。また、各単一ラインドライバ１４ａは、前記信号生成回路１１から出
力された画像デジタルデータＤを入力する。そして、各単一ラインドライバ１４ａは、入
力された画像デジタルデータＤの大きさに対応したレベルのアナログ電圧信号であるデー
タ信号Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍを作成する。そして、単一ラインドライバ１４ａは、前記信
号生成回路１１から出力された垂直同期信号ＶＳＹＮＣに従って前記データ信号Ｄ１，Ｄ
２，…，Ｄｍを対応するデータ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍを介して各画素２０に一斉に出力
する。
【００４１】
　そして、前記走査線駆動回路１３が水平同期信号ＨＳＹＮＣに従って走査線Ｙ１，Ｙ２
，…，Ｙｎのうちの一本の走査線にＨレベルの走査信号を出力すると、その走査線に接続
された一行分の全ての画素２０の各スイッチングトランジスタＱｓｗがオンになる。この
とき、前記データ線駆動回路１４の各単一ラインドライバ１４ａから対応するデータ線Ｘ
１，Ｘ２，…，Ｘｍを介してデータ信号Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍが一斉に出力される。する
と、前記スイッチングトランジスタＱｓｗがオンになった前記一行分の全ての画素２０の
各保持キャパシタＣｏにデータ信号が供給される。この結果、前記各画素２０は、このデ
ータ信号に応じて同画素２０の内部状態（保持キャパシタＣｏの電荷量）が設定され、こ
れに応じて駆動トランジスタＱｄの導電率が制御される。この結果、その導電率に応じた
レベルの駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが同
駆動電流Ｉｅｌの電流レベルに応じた輝度で発光する。
【００４２】
　以降、各走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎが順次選択されることで各画素２０にデータ信号
Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍが供給され、各有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが駆動電流Ｉｅｌの電流レベ
ルに応じた輝度で発光する。このようにすることで表示パネル部１２上にデータ信号Ｄ１
，Ｄ２，…，Ｄｍに応じた画像が表示される。
【００４３】
　次に、表示パネル部１２の構造について図４に従って説明する。図４は駆動トランジス
タＱｄと有機ＥＬ素子ＯＬＥＤとを含む表示パネル部１２の一部断面図である。図４に示
す断面図は、図３中のＡ－Ａ線に沿う断面に対応している。
【００４４】
　図４に示すように、ガラス基板３０上には二酸化珪素（ＳｉＯ2）で構成された下地保
護層３１が形成されている。下地保護層３１上には第１導電層Ｍ１が前記ガラス基板３０
のほぼ全面に形成されている。第１導電層Ｍ１は導電率が高く且つ下地保護層３１との密
着性に優れた材料で構成されている。本実施形態の第１導電層Ｍ１は、二酸化珪素（Ｓｉ
Ｏ2）との密着性に優れた金属であるチタン（Ｔｉ）で構成されている。また、第１導電
層Ｍ１上には第２導電層Ｍ２が形成されている。
【００４５】
　第２導電層Ｍ２は、導電率が高い材料で構成されている。本実施形態の第２導電層Ｍ２
は銅（Ｃｕ）で構成されている。また、第２導電層Ｍ２上には第３導電層Ｍ３が形成され
ている。
【００４６】
　第３導電層Ｍ３は、導電率が高く且つ前記第２導電層Ｍ２を構成する材料が第３導電層
Ｍ３上に形成される下地絶縁膜３２に拡散するのを抑制する材料で構成されている。第３
導電層Ｍ３を第２導電層Ｍ２と下地絶縁膜３２との間に形成することで、第２導電層Ｍ２
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を構成する材料と下地絶縁膜３２を構成する材料とが反応して、その結果、第２導電層Ｍ
２の物性が変化してその導電率が低下する若しくは下地絶縁膜３２の絶縁性が低下するの
を防止することができる。本実施形態の第３導電層Ｍ３は、二酸化珪素（ＳｉＯ2）に拡
散しにくい金属である窒化チタン（ＴｉＮ）で構成されている。そして、本実施形態では
前記第１～第３導電層Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３で導電層ＭＬが構成されている。
【００４７】
　また、この導電層ＭＬは、その一端（図中右側）が外方に突出されている。この突出し
た部分の導電層ＭＬが前記接続ポートＰｏに対応している。
  前記第３導電層Ｍ３上にはコンタクトホールＨが形成される位置を除いて第３導電層Ｍ
３と該第３導電層Ｍ３上に形成される駆動トランジスタＱｄを構成する後記するシリコン
層３３、データ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍ及び走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎ等とを電気的に
絶縁するための下地絶縁膜３２が形成されている。この下地絶縁膜３２は、その膜厚が２
ε／３．５μｍ以上になるように形成されている。ここで、εは下地絶縁膜３２を構成す
る材料の誘電率である。このように膜厚を２ε／３．５μｍ以上にすることで、下地絶縁
膜３２上に形成されるシリコン層３３、データ線Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｍ及び走査線Ｙ１，
Ｙ２，…，Ｙｎ等に導電層ＭＬを構成する材料が拡散するのを確実に防止することができ
る。また、導電層ＭＬと、シリコン層３３、データ線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｍ及び走査線Ｙ
１，Ｙ２，…，Ｙｎの間に生じる寄生容量を低減し、駆動回路を安定して動作させ、表示
品質を向上させることができる。尚、本実施形態においては下地絶縁膜３２は二酸化珪素
（ＳｉＯ2）で構成されているが、窒化珪素や酸化窒化珪素やその他の材料でも良い。
【００４８】
　下地絶縁膜３２上にはその所定の位置に多結晶シリコンで構成された島状のシリコン層
３３が形成されている。シリコン層３３及び下地絶縁膜３２上には、二酸化珪素（ＳｉＯ

2）または窒化珪素（ＳｉＮ）で構成されたゲート絶縁膜３４が形成されている。また、
シリコン層３３上には、前記ゲート絶縁膜３４を介してゲート電極３５が形成されている
。
【００４９】
　ゲート絶縁膜３４を介してゲート電極３５と対向するシリコン層３３の領域がチャネル
領域３３Ｃである。シリコン層３３のうち、チャネル領域３３Ｃの図中左側には低濃度ド
レイン領域３３ＬＤ及び高濃度ドレイン領域３３ＨＤが形成されている。一方、シリコン
層３３のうち、チャネル領域３３Ｃの図中右側には低濃度ソース領域３３ＬＳ及び高濃度
ソース領域３３ＨＳが形成されている。
【００５０】
　また、前記ゲート電極３５及びゲート絶縁膜３４上には二酸化珪素（ＳｉＯ2）で構成
された第１層間絶縁膜ＩＤ１が形成されている。この第１層間絶縁膜ＩＤ１上には前記シ
リコン層３３の高濃度ソース領域３３ＨＳ及び高濃度ドレイン領域３３ＨＤに対向する位
置にそれぞれソース電極３６及びドレイン電極３７が形成されている。ゲート絶縁膜３４
及び第１層間絶縁膜ＩＤ１には、双方を貫通して開孔された第１及び第２電極用コンタク
トホールＣ１，Ｃ２が形成されている。そして、この第１及び第２電極用コンタクトホー
ルＣ１，Ｃ２に銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）といった導電性材料が埋め込まれてい
る。従って、ソース電極３６は第１電極用コンタクトホールＣ１を介して前記シリコン層
３３の高濃度ソース領域３３ＨＳに電気的に接続されている。また、ドレイン電極３７は
第２電極用コンタクトホールＣ２を介して前記シリコン層３３の高濃度ドレイン領域３３
ＨＤに電気的に接続されている。
【００５１】
　そして、シリコン層３３、ゲート電極３５、ソース電極３６及びドレイン電極３７で駆
動トランジスタＱｄが構成されている。
  前記第１層間絶縁膜ＩＤ１上には、二酸化珪素（ＳｉＯ2）で形成された第２層間絶縁
膜ＩＤ２が形成されている。第２層間絶縁膜ＩＤ２上には平坦化絶縁膜４０が形成されて
いる。
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【００５２】
　平坦化絶縁膜４０は、有機材料で構成された絶縁性材料で構成されている。平坦化絶縁
膜４０は、本実施形態では感光性ポリイミドで形成されている。また、この平坦化絶縁膜
４０は、本実施形態ではその膜厚が２０００ｎｍになるように形成されている。この平坦
化絶縁膜４０を形成することで、同平坦化絶縁膜４０上に形成される発光層４４を平坦化
することができる。また、平坦化絶縁膜４０上には導電性材料で構成された第１の電極層
４１ａと無機材料で構成された第１バンク層４２ａとが形成されている。
【００５３】
　第１の電極層４１ａは前記有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陽極Ｅ１に対応する電極層である。
尚、本実施形態では第１の電極層４１ａはクロム（Ｃｒ）で構成されている。また、この
第１の電極層４１ａは前記ドレイン電極３７に対向する位置に前記平坦化絶縁膜４０及び
第２層間絶縁膜ＩＤ２をそれぞれ開孔して形成された陽極用コンタクトホールＣａを介し
て、前記ドレイン電極３７と電気的に接続されている。この陽極用コンタクトホールＣａ
には前記第１の電極層４１ａを構成する導電性材料と同じ材料が埋め込まれている。従っ
て、ドレイン電極３７は陽極用コンタクトホールＣａを介して前記第１の電極層４１ａに
電気的に接続される。また、第１の電極層４１ａ上には正孔注入層４３と光を放射する有
機材料で構成された発光層４４とが積層して形成されている。
【００５４】
　第１バンク層４２ａは正孔注入層４３及び発光層４４と該正孔注入層４３及び発光層４
４に隣接して形成される正孔注入層及び発光層の間とを区画する。第１バンク層４２ａは
親水性であって且つ絶縁性の材料で構成されている。第１バンク層４２ａはＳｉＯ2、Ｔ
ｉＯ2、ＳｉＮ等の無機材料で構成される。また、この第１バンク層４２ａは、第１の電
極層４１ａの周縁部上に乗上げて形成されている。第１バンク層４２ａ上には、第２バン
ク層４２ｂが形成されている。
【００５５】
　第２バンク層４２ｂは、前記第１バンク層４２ａと同様に、正孔注入層４３及び発光層
４４と該正孔注入層４３及び発光層４４に隣接して形成される正孔注入層及び発光層の間
とを区画する。そして、この第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂで区画された領域が１
つの画素２０に対応する。また、第２バンク層４２ｂにはコンタクトホールＨが設けられ
ている。このコンタクトホールＨは、第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂ、平坦化絶縁
膜４０、第１及び第２層間絶縁膜ＩＤ１，ＩＤ２、ゲート絶縁膜３４及び下地絶縁膜３２
をそれぞれ貫通して形成されている。従って、本実施形態のコンタクトホールＨは前記導
電層ＭＬを構成する第３導電層Ｍ３に至るまで連続して開孔されている。
【００５６】
　発光層４４、第１バンク層４２ａ及び第２バンク層４２ｂ、及び、コンタクトホールＨ
の全面に渡って電子注入層４６が形成されている。この電子注入層４６は透明な材料で形
成されている。電子注入層４６上には透明な材料で構成された透明導電層４７が形成され
ている。透明導電層４７は前記した有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２に対応する電極層で
ある。従って、前記透明導電層４７（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２）は、電子注入層
４６を介して前記導電層ＭＬを構成する第３導電層Ｍ３に電気的に接続されている。
【００５７】
　尚、この透明導電層４７は、本実施形態においては、スズドープ酸化インジウム（ＩＴ
Ｏ）で構成されている。そして、第１の電極層４１ａと、透明導電層４７と、該第１の電
極層４１ａと透明導電層４７とに挟まれた位置に形成された前記正孔注入層４３、発光層
４４、及び電子注入層４６とで前記有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを構成している。
【００５８】
　透明導電層４７上には透明な材料で構成された薄膜封止層４１ｂが形成されている。こ
の薄膜封止層４１ｂは酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素などの透明な無機材料から形成
されていて、空気中の水分や酸素の影響を遮断し、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの特性が劣化す
るのを防止する。また、前記薄膜封止層４１ｂ上には、透明な接着剤４９を介して透明な



(12) JP 2009-105068 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

ガラスで構成された封止基板５０が形成されている。
【００５９】
　そして、表示パネル部１２は前記ガラス基板３０に対向した封止基板５０から前記発光
層４４にて発せられた光が出射される、所謂、トップエミッションタイプの有機ＥＬディ
スプレイである。
【００６０】
　このように構成された表示パネル部１２は、各画素２０に形成される有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤの陰極Ｅ２が全てコンタクトホールＨを介して導電層ＭＬに電気的に接続されている
。この導電層ＭＬは、前記したように導電率が高い第１、第２及び第３導電層Ｍ１，Ｍ２
，Ｍ３が積層されることで構成されている。従って、各画素２０に形成される有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２の電位は全て前記導電層ＭＬの電位と等しい値になる。この結果、
表示パネル部１２上に形成される位置によって有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２の電位に
差が生じることはない。つまり、例えば、全ての画素２０に同じ電圧レベルのデータ信号
Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍを供給したとき、画素２０が形成される位置によって有機ＥＬ素子
ＯＬＥＤの輝度に差が生じることはないので、その分、表示ムラを低減させることができ
る。
【００６１】
　従って、たとえば、陰極Ｅ２をスズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）といった比較的導
電率が低い（抵抗率が比較的高い）透明材料で構成されたトップエミッションタイプの有
機ＥＬディスプレイであっても、データ信号Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍに応じた画像を精度良
く表示させることができる。
【００６２】
　また、従来は表示領域の外辺部・外周部に形成していた陰極Ｅ２との接続エリアを省略
することができ、表示装置の狭額縁化を実現できる。
  また、前記導電層ＭＬはその一端が表示パネル部１２から直接外方に突出されている。
そして、その突出された導電層ＭＬを接続ポートＰｏとして使用するようにした。従って
、前記接続ポートＰｏに各種外部装置を接続することで特別なインターフェースといった
接続手段を設けることなく有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの各陰極Ｅ２の電位を直接制御すること
ができる。
【００６３】
　次に、本実施形態の有機ＥＬディスプレイ１０の製造方法を図５～図１０に従って説明
する。図５～図１０は、図３に示した画素２０を含む表示パネル部１２の断面図である。
【００６４】
　図５（ａ）に示すように、まず、ガラス基板３０上に、プラズマＣＶＤ法を用いて二酸
化珪素（ＳｉＯ2）で構成された下地保護層３１を形成する。その後、スパッタ法を用い
て前記ガラス基板３０の図中左端部を除いたほぼ全面に渡ってチタン（Ｔｉ）／銅（Ｃｕ
）／窒化チタン（ＴｉＮ）の薄膜を順次形成する（図５（ｂ）参照）。本実施形態では、
チタン（Ｔｉ）で構成された薄膜の膜厚が１００ｎｍ、銅（Ｃｕ）で構成された薄膜の膜
厚が５００ｎｍ、窒化チタン（ＴｉＮ）で構成された薄膜の膜厚が１００ｎｍである。そ
して、チタン（Ｔｉ）で構成された前記薄膜が前記第１導電層Ｍ１に対応し、銅（Ｃｕ）
で構成された前記薄膜が前記第２導電層Ｍ２に対応し、窒化チタン（ＴｉＮ）で構成され
た前記薄膜が前記第３導電層Ｍ３に対応する。そして、このように第１～第３導電層Ｍ１
，Ｍ２，Ｍ３をそれぞれスパッタ法を用いて形成することで蒸着法といった他の方法で形
成する場合と比較してその成膜温度を低くすることができる。この結果、ガラス基板３０
や下地保護層３１に加熱による欠陥等が生じるのを防止することができる。
【００６５】
　続いて、図５（ｃ）に示すように、前記第３導電層Ｍ３上にＣＶＤ法等を用いて二酸化
珪素（ＳｉＯ2）を積層することで下地絶縁膜３２を形成する。このとき、下地絶縁膜３
２の膜厚が２ε／３．５μｍ以上になるように形成する。その後、プラズマＣＶＤ法等を
用いて前記アモルファスシリコン層ＡＳを形成した後、レーザアニール法又は急速加熱法
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により結晶粒を成長させて多結晶シリコンを形成する。そして、図６（ａ）に示すように
、その多結晶シリコンをフォトリソグラフィ法によりパターニングして島状のシリコン層
３３を形成する。続いて、シリコン層３３及び下地絶縁膜３２上に二酸化珪素（ＳｉＯ2

）で構成された膜厚約３０ｎｍ～２００ｎｍのゲート絶縁膜３４を形成する。このゲート
絶縁膜３４の形成は、プラズマＣＶＤ法、熱酸化法等により行う。
【００６６】
　次に、図６（ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜３４上にイオン注入選択マスクＭＳ１を
形成し、この状態でリンイオン（Ｐ）を約１×１０15ｃｍ-2のドーズ量でイオン注入する
。その結果、シリコン層３３中に高濃度ソース領域３３ＨＳ及び高濃度ドレイン領域３３
ＨＤがそれぞれ形成される。
【００６７】
　次に、前記イオン注入選択マスクＭＳ１をアッシングして除去した後に、ゲート絶縁膜
３４上に膜厚約５００ｎｍ程度のアルミニウム（Ａｌ）膜を形成する。
  その後、前記アルミニウム（Ａｌ）膜をパターニングすることにより、図６（ｃ）に示
すゲート電極３５を形成する。このゲート電極３５は、前記駆動トランジスタＱｄのゲー
トに対応する。
【００６８】
　続いて、前記ゲート電極３５をマスクとし、前記シリコン層３３に対してリンイオン（
Ｐ）を約４×１０13ｃｍ-2のドーズ量でイオン注入する。その結果、図７（ａ）に示すよ
うに、シリコン層３３中に低濃度ソース領域３３ＬＳ及び低濃度ドレイン領域３３ＬＤが
形成される。
【００６９】
　次に、ゲート絶縁膜３４及びゲート電極３５上の全面に渡って二酸化珪素（ＳｉＯ2）
で構成された第１層間絶縁膜ＩＤ１を形成する。続いて、フォトリソグラフィ法及びエッ
チングによって、図７（ａ）に示すように、駆動トランジスタＱｄのソース電極３６に対
応する位置に第１電極用コンタクトホールＣ１を、ドレイン電極３７に対応する位置に第
２電極用コンタクトホールＣ２を、それぞれ形成する。そして、前記第１層間絶縁膜ＩＤ
１上に、銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）といった導電性材料からなる導電層を成膜お
よびパターン形成することにより、先に形成した第１及び第２電極用コンタクトホールＣ
１，Ｃ２に導電性材料を埋め込むとともに、高濃度ソース領域３３ＨＳに対応した位置に
ソース電極３６を、高濃度ドレイン領域３３ＨＤに対応した位置にドレイン電極３７を、
それぞれ形成する。ソース電極３６及びドレイン電極３７はそれぞれその膜厚が約２００
ｎｍないし８００ｎｍ程度となるように形成する。また、ドライエッチング処理を施すこ
とで、第１層間絶縁膜ＩＤ１、ゲート絶縁膜３４、下地絶縁膜３２を貫通して開孔したコ
ンタクトホールＨを形成する。つまり、このコンタクトホールＨは、前記導電層ＭＬを構
成する第３導電層Ｍ３に至るように形成されている。
【００７０】
　さらに、第１層間絶縁膜ＩＤ１、ソース電極３６、ドレイン電極３７、導電層Ｍ（図中
右端側）上、及び、コンタクトホールＨ内にそれぞれ二酸化珪素（ＳｉＯ2）で構成され
た第２層間絶縁膜ＩＤ２を形成する。この第２層間絶縁膜ＩＤ２は、その膜厚が約１００
ｎｍ～２μｍ程度となるように形成されることが望ましい。その後、第２層間絶縁膜ＩＤ
２上に感光性ポリイミドを塗布、乾燥、露光、現像、焼成する平坦化絶縁膜４０を形成す
る。
【００７１】
　その後、平坦化絶縁膜４０をマスクとしてドライエッチングすることで、ドレイン電極
３７に対応する位置に前記平坦化絶縁膜４０及び第１及び第２層間絶縁膜ＩＤ１，ＩＤ２
をそれぞれ開孔した陽極用コンタクトホールＣａを形成する。
  また、スパッタ法等を用いて前記陽極用コンタクトホールＣａにクロム（Ｃｒ）を埋め
込む。
【００７２】
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　その後、図７（ｂ）に示すように、第１層間絶縁膜ＩＤ１及び前記陽極用コンタクトホ
ールＣａに埋め込まれたクロム（Ｃｒ）上の所定の位置にパターニングしてクロム（Ｃｒ
）で構成された第１の電極層４１ａを形成する。この結果、第１の電極層４１ａは前記ド
レイン電極３７と陽極用コンタクトホールＣａを介して電気的に接続される。また、ドラ
イエッチング等を施すことで前記コンタクトホールＨ内及び前記導電層Ｍ（図中右端側）
上に形成された第２層間絶縁膜ＩＤ２を削除する。
【００７３】
　次に、図８に示すように、平坦化絶縁膜４０及び第１の電極層４１ａ上に、ＣＶＤ法、
スパッタ法、蒸着法等を用いてＳｉＯ2、ＴｉＯ2、ＳｉＮ等の無機質膜を形成する。そし
て、第１の電極層４１ａの一部が露出する態様にて形成されるように、同無機質膜に開口
部をパターニングして第１バンク層４２ａを形成する。第１バンク層４２ａは、その膜厚
が約５０ｎｍとなるように形成されている。
【００７４】
　続いて、その端部を除いた前記第１バンク層４２ａ上に第２バンク層４２ｂが形成され
る。第２バンク層４２ｂは、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の通常の感光性樹脂をスピ
ンコーターやスリットコーターなどで基板全面に塗布し、ホットプレートやオーブンなど
で乾燥させた後、所定パターンのフォトマスクを通して露光し、現像液で不要部分の樹脂
を除去し、２００～４００℃で焼成する方法で形成される。ここでは、画素が形成される
領域と、導電層ＭＬに達するコンタクトホールＨが形成される領域に開口部を形成してい
る。第２バンク層４２ｂはその膜厚が０．１～３．５μｍの範囲が好ましく、特に２μｍ
程度がよい。第２バンク層４２ｂはその厚さが０．１μｍ未満では、正孔注入層４３及び
発光層４４の合計膜厚より第２バンク層４２ｂが薄くなり、発光層４４が上部開口部から
溢れるおそれがあるので好ましくない。また、膜厚が３．５μｍを越えると、上部開口部
による段差が大きくなり、第２バンク層４２ｂ上に形成される透明導電層４７が断線する
恐れがある。
【００７５】
　また、図８に示すように、前記導電層ＭＬが外方に突出された領域が形成される。この
外方に突出された部分の導電層ＭＬが接続ポートＰｏになる。このようにして接続ポート
Ｐｏが形成される。
【００７６】
　その後、第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂの表面に、親液性を示す領域と、撥液性
を示す領域を形成する。本実施例においてはプラズマ処理工程により、各領域を形成する
ものとしている。具体的には、前記プラズマ処理工程は、第１の電極層４１ａ及び第１バ
ンク層４２ａを親液性にする親液化工程と、第２バンク層４２ｂを撥液性にする撥液化工
程とを少なくとも具備している。
【００７７】
　詳しくは、第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂを形成したガラス基板３０を所定温度
（例えば７０～８０℃程度）に加熱し、次いで親液化工程として大気圧下で酸素を反応ガ
スとするプラズマ処理（Ｏ2プラズマ処理）を行う。続いて、撥液化工程として大気圧下
で４フッ化メタンを反応ガスとするプラズマ処理（ＣＦ4プラズマ処理）を行い、プラズ
マ処理のために加熱されたガラス基板３０を室温まで冷却することで、第１バンク層４２
ａの表面を親液性に、第２バンク層４２ｂの表面を撥液性にする。
【００７８】
　その後、第１の電極層４１ａ上に正孔注入層４３及び発光層４４をインクジェット法に
より形成する（図９（ａ）参照）。詳しくは、発光層４４は、正孔注入層４３を形成する
所定の材料を含む組成物インクを吐出・乾燥した後に、発光層４４を形成する所定の材料
を含む組成物インクを吐出・乾燥することにより形成される。前記組成物インクは、前記
撥液性及び撥液性化によって前記第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂによって構成され
る画素２０に確実に塗布される。尚、この発光層４４の形成工程以降は、正孔注入層４３
及び発光層４４の酸化・吸湿を防止するため、窒素雰囲気又はアルゴン雰囲気といった不
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活性ガス雰囲気で行うことが好ましい。
【００７９】
　続いて、図９（ｂ）に示すように接続ポートＰｏを除いた発光層４４、第１バンク層４
２ａ及び第２バンク層４２ｂ、及び、コンタクトホールＨの全面に渡って電子注入層４６
を形成する。この電子注入層４６は透明な材料であり、加熱蒸着法によって形成する。そ
の後、図１０（ａ）に示すように、電子注入層４６上には透明な材料で構成された透明導
電層４７を、スパッタ法、真空蒸着法、ＣＶＤ法などの方法によって形成する。この透明
導電層４７は前記した有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２を構成する電極層である。従って
、透明導電層４７（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２）は、電子注入層４８を介して前記
導電層ＭＬを構成する第３導電層Ｍ３に電気的に接続されている。
【００８０】
　尚、この透明導電層４７は、本実施形態においては、スズドープ酸化インジウム（ＩＴ
Ｏ）で構成されている。
  透明導電層４７上には、透明な材料で構成された薄膜封止層４１ｂを形成する。本実施
形態においては、薄膜封止層４１ｂは酸化窒化珪素（ＳｉＯxＮy）からなり、スパッタ法
、ＣＶＤ法などの既知の適切な方法で形成される。ただし、前記接続ポートＰｏに薄膜封
止層が形成されると導通できなくなるので、薄膜封止層４１ｂ形成時には、前記接続ポー
トＰｏをメタルマスクでカバーするなどの手段をとると良い。また、この薄膜封止層４１
ｂは、接続ポートＰｏを構成する図中右端側の導電層ＭＬ上にも形成されている。
【００８１】
　最後に、図１０（ｂ）に示すように、基板外周や実装端子接続部（図示せず）、前記接
続ポートＰｏを除いたガラス基板３０のほぼ全面にエポキシ樹脂などからなる透明な接着
剤を塗布し、封止基板５０を接合する。このようにして、表示パネル部１２が製造される
。
【００８２】
　尚、特許請求の範囲に記載の基板、電気光学装置、接続部及び能動素子は、それぞれ、
本実施形態におけるガラス基板３０、有機ＥＬディスプレイ１０、コンタクトホールＨ及
び駆動トランジスタＱｄに対応している。また、特許請求の範囲に記載の素子形成層は、
本実施形態における第１層間絶縁膜ＩＤ１またはゲート絶縁膜３４に対応している。また
、特許請求の範囲に記載の絶縁層は、本実施形態における下地絶縁膜３２に対応している
。さらに、特許請求の範囲に記載の突出部及び透明性導電膜は、それぞれ、本実施形態に
おける接続ポートＰｏ及び透明導電層４７に対応している。さらに、特許請求の範囲に記
載のバンク層は、本実施形態における第１バンク層４２ａまたは第２バンク層４２ｂに対
応している。また、特許請求の範囲に記載の金属層は本実施形態における第２導電層Ｍ２
に対応している。
【００８３】
　前記実施形態によれば、以下のような特徴を得ることができる。
  （１）前記実施形態では、各画素２０に形成される有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２を
全てコンタクトホールＨを介して導電層ＭＬに電気的に接続されるようにした。この結果
、表示パネル部１２上に形成される位置によって有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２の電位
に差が生じることはない。つまり、例えば、全ての画素２０に同じ電圧レベルのデータ信
号Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍを供給したとき、画素２０が形成される位置によって有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤの輝度に差が生じることはないので、その分、表示ムラを低減させることがで
きる。
【００８４】
　従って、たとえば、陰極Ｅ２をスズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）といった比較的導
電率が低い（抵抗率が比較的高い）透明材料で構成されたトップエミッションタイプの有
機ＥＬディスプレイであっても、データ信号Ｄ１，Ｄ２，…，Ｄｍに応じた画像を精度良
く表示させることができる。
【００８５】
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　（２）前記実施形態では、前記導電層ＭＬはその一端が表示パネル部１２から直接外方
に突出されている。そして、その突出された導電層ＭＬを接続ポートＰｏとして使用する
ようにした。従って、前記接続ポートＰｏに各種外部装置を接続することで特別なインタ
ーフェースといった接続手段を設けることなく有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの各陰極Ｅ２の電位
を直接制御することができる。
【００８６】
　（３）前記実施形態では、チタン（Ｔｉ）で第１導電層Ｍ１を構成した。従って、第１
導電層Ｍ１を下地保護層３１に密着良く形成することができる。また、銅（Ｃｕ）で第２
導電層Ｍ２を構成した。従って、導電層ＭＬの導電率を高くすることができるので、その
分、陰極Ｅ２が表示パネル部１２上に形成される位置によって、電位差が生じることを抑
制することができる。
【００８７】
　さらに、窒化チタン（ＴｉＮ）で第３導電層Ｍ３を構成した。第２導電層Ｍ２を構成す
る銅（Ｃｕ）と下地絶縁膜３２を構成する（ＳｉＯ2）とが反応して、その結果、第２導
電層Ｍ２の導電率が低下する若しくは下地絶縁膜３２の絶縁性が低下するのを防止するこ
とができる。
【００８８】
　（４）前記実施形態では、ガラス基板３０上に下地保護層３１、導電層ＭＬ、下地絶縁
膜３２、ゲート絶縁膜３４、第１及び第２層間絶縁膜ＩＤ１，ＩＤ２、平坦化絶縁膜４０
を形成した。そして、平坦化絶縁膜４０を形成した後、第１及び第２バンク層４２ａ，４
２ｂを形成し、ドライエッチング処理を施すことで、先に形成された下地絶縁膜３２、ゲ
ート絶縁膜３４、第１及び第２層間絶縁膜ＩＤ１，ＩＤ２、第１バンク層４２ａの各々を
除去してコンタクトホールＨを形成した。その後、このコンタクトホールＨ上に順次、電
子注入層４６、透明導電層４７を形成した。
【００８９】
　このようにすることで、透明導電層４７と導電層ＭＬとを電気的に接続することができ
る。この結果、表示ムラを低減させた有機ＥＬディスプレイ１０を製造することができる
。
【００９０】
　（５）前記実施形態では、第１～第３導電層Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３をそれぞれスパッタ法を
用いて形成した。従って、蒸着法といった他の方法で形成する場合と比較してその成膜温
度を低くすることができる。この結果、ガラス基板３０や下地保護層３１に欠陥等が生じ
るのを防止することができる。
【００９１】
　（６）前記実施形態では、下地絶縁膜３２を、その膜厚が２ε／３．５μｍ以上になる
ように形成した。従って、下地絶縁膜３２上に形成されるシリコン層３３、データ線Ｘ１
，Ｘ２，…，Ｘｍ及び走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎ等に導電層ＭＬを構成する材料が拡散
するのを確実に防止することができる。また、導電層ＭＬと、シリコン層３３、データ線
Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｍ及び走査線Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎの間に生じる寄生容量を低減し、
駆動回路を安定して動作させ、表示品質を向上させることができる。
  （第２実施形態）
  次に、本発明を具体化した第２実施形態を図１１～図１３に従って説明する。
  まず、本発明の第２実施形態に係る表示パネル部の構造について図１１に従って説明す
る。尚、図１１は、第１の実施形態の図３中のＡ－Ａ線に沿う断面に対応している。
【００９２】
　本実施形態に係る表示パネル部１２ａは、そのコンタクトホールＨｒと第３導電層Ｍ３
との電気的接続するための構造及びその製造方法が異なっていること以外は前記第１実施
形態と同じである。従って、コンタクトホールＨｒと第３導電層Ｍ３とを電気的に接続す
るための構造及びその製造方法以外は、その詳細な説明は省略する。
【００９３】
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　図１１に示すように、表示パネル部１２ａは、その下地絶縁膜３２及びゲート絶縁膜３
４を連通して開孔した第３のコンタクトホールＣ３が形成されている。
  また、この第３のコンタクトホールＣ３には、駆動トランジスタＱｄを構成するゲート
電極３５を構成する導電性材料と同じ材料が埋め込まれている。また、この第３のコンタ
クトホールＣ３に埋め込まれた導電性材料はゲート絶縁膜３４上の一部に乗り上げて形成
されている。そして、このゲート絶縁膜３４上の一部に乗り上げて形成された導電性材料
は第１コンタクト部ＣＯＮ１になる。そして、第１コンタクト部ＣＯＮ１に対応する位置
に、前記ゲート絶縁膜３４上に形成された第１層間絶縁膜ＩＤ１を開孔する第４のコンタ
クトホールＣ４が形成されている。
【００９４】
　前記第４のコンタクトホールＣ４には、駆動トランジスタＱｄを構成するソース電極３
６またはドレイン電極３７を構成する導電性材料と同じ材料が埋め込まれている。また、
この第４のコンタクトホールＣ４に埋め込まれた導電性材料は第１層間絶縁膜ＩＤ１上の
一部に乗り上げて形成されている。そして、この第１層間絶縁膜ＩＤ１上の一部に乗り上
げて形成された導電性材料は第２コンタクト部ＣＯＮ２になる。そして、第２コンタクト
部ＣＯＮ２に対応する位置に、第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂ、平坦化絶縁膜４０
及び第２層間絶縁膜ＩＤ２をそれぞれ貫通して形成されるコンタクトホールＨｒが設けら
れている。そして、このコンタクトホールＨｒには、上記第１実施形態に記載されたよう
に、電子注入層４６、透明導電層４７及び薄膜封止層４１ｂが順次形成されている。従っ
て、透明導電層４７は前記第２コンタクト部ＣＯＮ２及び第１コンタクト部ＣＯＮ１を介
して前記導電層ＭＬと電気的に接続された状態になる。この結果、前記第１実施形態と同
様な効果を得ることができる。
【００９５】
　次に、本実施形態の有機ＥＬディスプレイ１０の製造方法を図１２～図１４に従って説
明する。尚、コンタクトホールＨと導電層ＭＬとの電気的接続をする部分の製造方法につ
いてのみ説明し、他の前記第１実施形態と同じ構造については符号を付しその製造方法の
詳細は省略する。
【００９６】
　まず、ガラス基板３０上に下地保護層３１、第１、第２及び第３導電層Ｍ１，Ｍ２，Ｍ
３、下地絶縁膜３２、シリコン層３３及びゲート絶縁膜３４を順次形成した後、図１２（
ａ）に示すように、前記シリコン層３３と隣接して形成されるシリコン層３３ａ（図中左
側に形成されたシリコン層）との間に開孔部Ｑｒ１を備えたマスクＭｒ１を設ける。続い
て、ドライエッチング処理を施すことによって図１２（ｂ）に示すように、開孔部Ｑｒ１
に対応する前記ゲート絶縁膜３４及び下地絶縁膜３２を除去して第３のコンタクトホール
Ｃ３を形成する。同時に、後述する接続ポートＰｏに対向する位置（図中右側端）の前記
ゲート絶縁膜３４及び下地絶縁膜３２も除去しておく。
【００９７】
　その後、シリコン層３３のチャネル領域３３Ｃ及び第３のコンタクトホールＣ３に対応
した領域に開孔部Ｑｒ２，Ｑｒ３を備えたマスクＭｒ２を設ける。続いて、スパッタ法等
を用いてアルミニウム（Ａｌ）膜を形成する。その後、前記マスクＭｒ２を除去すること
で、アルミニウム（Ａｌ）で構成された膜厚約５００ｎｍ程度のゲート電極３５及び第１
コンタクト部ＣＯＮ１がそれぞれ形成される（図１２（ｃ）参照）。従って、第１コンタ
クト部ＣＯＮ１はゲート電極３５と同時に形成される。続いて、前記ゲート電極３５をマ
スクとし、前記シリコン層３３に対してリンイオン（Ｐ）を約４×１０13ｃｍ-2のドーズ
量でイオン注入してシリコン層３３中に低濃度ソース領域３３ＬＳ及び低濃度ドレイン領
域３３ＬＤを形成する。
【００９８】
　次に、ゲート絶縁膜３４、ゲート電極３５及び第１コンタクト部ＣＯＮ１上に第１層間
絶縁膜ＩＤ１を形成し（図１３（ａ）参照）、その形成した第１層間絶縁膜ＩＤ１をＣＭ
Ｐ（化学的機械的研磨）等を用いて平坦化処理する。その後、図１３（ｂ）に示すように
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、前記第１層間絶縁膜ＩＤ１上に第１コンタクト部ＣＯＮ１に対向する位置に開孔部Ｑｒ
４が、また、シリコン層３３に形成された高濃度ソース領域３３ＨＳ及び高濃度ドレイン
領域３３ＨＤに対向する位置に開孔部Ｑｒ５ａ，Ｑｒ５ｂがそれぞれ形成されたマスクＭ
ｒ３を設ける。そして、エッチング処理を施すことによって、図１３（ｃ）に示すように
、第１コンタクト部ＣＯＮ１に対応する位置に第４のコンタクトホールＣ４が形成される
。また、駆動トランジスタＱｄのソース電極３６に対応する位置に第１電極用コンタクト
ホールＣ１が、ドレイン電極３７に対応する位置に第２電極用コンタクトホールＣ２が、
それぞれ形成される。また同時に、後述する接続ポートＰｏに対応する位置の第１層間絶
縁膜ＩＤ１も除去しておく。
【００９９】
　そして、前記第１層間絶縁膜ＩＤ１上に、銅（Ｃｕ）やアルミニウム（Ａｌ）といった
導電性材料からなる導電層を形成することにより、先に形成した第４のコンタクトホール
Ｃ４、第１及び第２電極用コンタクトホールＣ１，Ｃ２に導電性材料を埋め込む。その結
果、第１コンタクト部ＣＯＮ１と電気的に接続し第１層間絶縁膜ＩＤ１上の一部に乗り上
げた位置に形成される第２コンタクト部ＣＯＮ２が形成される。また、高濃度ソース領域
３３ＨＳに対応した位置にソース電極３６が、高濃度ドレイン領域３３ＨＤに対応した位
置にドレイン電極３７が、それぞれ形成される。従って、第２コンタクト部ＣＯＮ２はソ
ース電極３６及びドレイン電極３７と同時に形成される。
【０１００】
　続いて、図１４（ａ）に示すように、第１層間絶縁膜ＩＤ１、第２コンタクト部ＣＯＮ
２、ソース電極３６及びドレイン電極３７上に二酸化珪素（ＳｉＯ2）からなる第２層間
絶縁膜ＩＤ２を形成する。その後、第２層間絶縁膜ＩＤ２上に二酸化珪素（ＳｉＯ2）で
構成された平坦化絶縁膜４０を形成する。形成された平坦化絶縁膜４０をＣＭＰ（化学的
機械的研磨）等を用いて平坦化処理する。その後、第２層間絶縁膜ＩＤ２および平坦化絶
縁膜４０のドレイン電極３７に対向する位置にコンタクトホールを形成する。同時に第２
コンタクト部ＣＯＮ２に対向する位置にもコンタクトホールを形成する。また同時に、後
述する接続ポートＰｏに対向する位置の第２層間絶縁膜ＩＤ２および平坦化絶縁膜４０も
除去しておく。
【０１０１】
　その後、図１４（ｂ）に示すように、平坦化絶縁膜４０上に第１の電極層４１ａ、第１
バンク層４２ａ及び第２バンク層４２ｂを順次形成する。第１バンク層４２ａ成膜後に発
光領域に開口部を形成するが、それと同時にドレイン電極３７に対応する位置にもコンタ
クトホールを形成する。第２バンク層４２ｂは、感光性のアクリル樹脂やポリイミド樹脂
を塗布・乾燥後、露光・現像・焼成することで画素の開口部を形成するが、それと同時に
、ドレイン電極３７に対応する位置にも開口部を形成する。また、それぞれの開口部を形
成するのと同時に、後述する接続ポートＰｏに対応する位置の第１バンク層４２ａ及び第
２バンク層４２ｂも除去しておく。
【０１０２】
　この状態で、図１４（ｂ）に示すような開口部Ｑｏに対応した位置が開孔したコンタク
トホールＨｒが形成される。
  また、ガラス基板３０の端部（図中右端側）に示すような前記導電層ＭＬが外方に突出
された領域が形成される。この外方に突出された部分の導電層ＭＬが接続ポートＰｏにな
る。このようにして接続ポートＰｏが形成される。
【０１０３】
　そして、プラズマ処理によって第１及び第２バンク層４２ａ、４２ｂ表面に親液性と撥
液性の領域を形成し、第１の電極層４１ａ上に正孔注入層４３及び発光層４４をインクジ
ェット法により形成する。
【０１０４】
　その後、発光層４４、第１バンク層４２ａ及び第２バンク層４２ｂ、及び、コンタクト
ホールＨの全面に渡って電子注入層４６が形成されている。この電子注入層４６は透明な
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材料で形成されている。電子注入層４６上には透明な材料で構成された透明導電層４７が
形成されている。透明導電層４７は前記した有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２を構成する
電極層である。従って、透明導電層４７（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２）は、電子注
入層４６を介して前記導電層ＭＬを構成する第３導電層Ｍ３に電気的に接続されている。
【０１０５】
　透明導電層４７上には、透明な材料で構成された薄膜封止層４１ｂを形成する。本実施
形態においては、薄膜封止層４１ｂは酸化窒化珪素（ＳｉＯxＮy）からなり、スパッタ法
、ＣＶＤ法などの既知の適切な方法で形成される。ただし、前記接続ポートＰｏに薄膜封
止層が形成されると導通できなくなるので、薄膜封止層４１ｂ形成時には、前記接続ポー
トＰｏをメタルマスクでカバーするなどの手段をとると良い。
【０１０６】
　最後に、基板外周や実装端子接続部（図示せず）、前記接続ポートＰｏを除いたガラス
基板３０のほぼ全面にエポキシ樹脂などからなる透明な接着剤を塗布し、封止基板５０を
接合することで図１１に示す表示パネル部１２が製造される。
【０１０７】
　このように有機ＥＬディスプレイ１０を製造することで、コンタクトホールＨは前記導
電層ＭＬに至るまで形成される必要はなく、前記したように、第１層間絶縁膜ＩＤ１上に
渡って先に形成された前記第２コンタクト部ＣＯＮ２に至るまで形成すればよい。この結
果、第１実施形態の有機ＥＬディスプレイに比べてコンタクトホールＨを容易に形成する
ことができる。この結果、第１実施形態の有機ＥＬディスプレイに比べてその歩留まりを
向上させることができる。
【０１０８】
　前記実施形態によれば、以下のような特徴を得ることができる。
  （１）前記実施形態では、ゲート絶縁膜３４上に導電層ＭＬに電気的に接続された第１
コンタクト部ＣＯＮ１を形成した。そして、第１コンタクト部ＣＯＮ１はゲート電極３５
と同時に形成した。第１層間絶縁膜ＩＤ１上に第１コンタクト部ＣＯＮ１に電気的に接続
された第２コンタクト部ＣＯＮ２を形成した。そして、第２コンタクト部ＣＯＮ２はソー
ス電極３６及びドレイン電極３７と同時に形成した。そして、第１層間絶縁膜ＩＤ１上に
第２層間絶縁膜ＩＤ２、平坦化絶縁膜４０、第１及び第２バンク層４２ａ，４２ｂの各層
を形成して開口部（コンタクトホールなど）を形成するのと同時に、コンタクトホールＨ
ｒに対応する部分にも開口部を形成することによって、前記第２コンタクト部ＣＯＮ２に
至るコンタクトホールＨｒを形成した。その後、このコンタクトホールＨｒ上に順次、電
子注入層４６、透明導電層４７及び薄膜封止層４１ｂを形成した。
【０１０９】
　従って、導電層ＭＬまでドライエッチング処理を施すことなく透明導電層４７と導電層
ＭＬとを電気的に接続することができる。この結果、コンタクトホールＨを容易に形成す
ることができるので、その歩留まりを向上させることができる。
  （第３実施形態）
  次に、第１又は第２実施形態で説明した電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ１
０の電子機器の適用について図１５に従って説明する。有機ＥＬディスプレイ１０は、モ
バイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に適用
できる。
【０１１０】
　図１５は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図１５にお
いて、パーソナルコンピュータ７０は、キーボード７１を備えた本体部７２と、前記有機
ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニット７３とを備えている。この場合においても、
有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニット７３は前記第１及び第２実施形態と同様
な効果を発揮する。
【０１１１】
　尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように実施し
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てもよい。
  ○上記各実施形態では、第１導電層Ｍ１と第２導電層Ｍ２と第３導電層Ｍ３とで１つの
導電層ＭＬを構成した。これを、導電層ＭＬを一つの材料で構成された単一の層で構成す
るようにしてもよい。この場合、導電層ＭＬは、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タ
ングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、及
びこれらの合金またはシリサイドで構成されることが好ましい。
【０１１２】
　○上記各実施形態では、第１導電層Ｍ１と第２導電層Ｍ２と第３導電層Ｍ３とで１つの
導電層ＭＬを構成した。これを、導電層ＭＬを第１導電層Ｍ１と第２導電層Ｍ２のみから
成る２層で構成するようにしてもよい。この場合、第１導電層Ｍ１は、チタン（Ｔｉ）、
タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金または
シリサイドで構成されることが好ましい。また、第２導電層Ｍ２は、アルミニウム（Ａ１
）、ニッケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐｔ）で構成されることが好ましい。
【０１１３】
　○上記各実施形態では、第１導電層Ｍ１をチタン（Ｔｉ）で構成した。また、第２導電
層Ｍ２を銅（Ｃｕ）で構成した。さらに、第３導電層Ｍ３を窒化チタン（ＴｉＮ）で構成
した。
【０１１４】
　これを、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの
合金またはシリサイドで第１導電層Ｍ１を構成してもよい。また、アルミニウム（Ａ１）
、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、及びこれらの合金または
シリサイドで第２導電層Ｍ２を構成してもよい。さらに、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔ
ａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドで
第３導電層Ｍ３を構成してもよい。
  このようにすることで上記実施形態と同じ効果を奏することができる。
【０１１５】
　○上記各実施形態では、電気光学装置として、その発光層が有機ＥＬ素子で構成された
有機ＥＬディスプレイ１０に具体化したが、これに限定されるものではなく、トップエミ
ッションタイプの電気光学装置ならどのような電気光学装置に適応してもよい。
【０１１６】
　○上記各実施形態では、各画素２０に形成される有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２を全
てコンタクトホールＨ，Ｈｒを介して導電層ＭＬに電気的に接続されるようにした。これ
をコンタクトホールＨ，Ｈｒではなく、他の形状を成したもので有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの
陰極Ｅ２と導電層ＭＬとを電気的に接続するようにしてもよい。
【０１１７】
　○上記各実施形態では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２をスズドープ酸化インジウム
（ＩＴＯ）で構成された陰極を使用したが、これに限定されるものではなく、例えば、陰
極Ｅ２が酸化亜鉛（ＺｎＯ）といった透明導電性薄膜で構成された有機ＥＬディスプレイ
に適応してもよい。つまり、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陰極Ｅ２を構成する材料には限定さ
れるものではない。
【０１１８】
　○上記各実施形態では、各層の成膜方法は上記実施形態に記載された方法に限定される
ものではなく、他の方法を用いて形成されるようにしてもよい。
  ○上記各実施形態では、ポリシリコンで構成されたシリコン層３３をチャネル領域３３
Ｃとした駆動トランジスタＱｄで画素２０を構成した有機ＥＬディスプレイ１０に対して
適応した。これを、単結晶で構成されたシリコン層をチャネル領域とした駆動トランジス
タで画素２０を構成した有機ＥＬディスプレイに対して適応してもよい。
【符号の説明】
【０１１９】
　３０…基板としてのガラス基板、Ｅ１…陽極、Ｅ２…陰極、発光性材料としての発光層
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、２０…画素、１０…電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ、ＭＬ…導電層、Ｈ，
Ｈｒ…接続部としてのコンタクトホール、Ｑｄ…能動素子としての駆動トランジスタ、Ｉ
Ｄ１，３４…素子形成層としての第１層間絶縁膜及びゲート絶縁膜、３１…下地保護層、
３２…絶縁層としての下地絶縁膜、ＭＬ…導電層、Ｍ１…第１導電層、Ｍ２…金属層とし
ての第２導電層、Ｍ３…第３導電層、Ｐｏ…突出部としての接続ポート、４２ａ，４２ｂ
…バンク層として第１及び第２バンク層、４１ｂ…透明性導電膜としての薄膜封止層、７
０…電子機器としてのモバイル型のパーソナルコンピュータ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月4日(2009.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された導電層と、
　前記導電層の上方に形成された素子形成層と、
　前記素子形成層の上方に形成された陽極と、
　前記陽極の上方に形成された発光性材料と、
　前記発光性材料の上方に形成された陰極と、を有し、
　前記素子形成層は、前記陽極と前記陰極の間に設けられた前記発光性材料に供給される
電流を制御するための能動素子が形成されており、
　前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部を備えていることを特徴とす
る電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学装置において、
　前記陽極および前記接続部は前記発光性材料が設けられる画素毎に備えられていること
を特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気光学装置において、
　前記接続部はコンタクトホールで構成されていることを特徴とする電気光学装置。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的に切断
するための絶縁層が形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（
Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、及びこれらの合金またはシリサイド
のうちの一つで構成されることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電層は少なくとも一層の金属層を含む複数の導電層から構成されていることを特
徴とする電気光学装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の電気光学装置において、
　前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その下地保護層は二酸化珪素で構成
され、
　前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導電層、第２導電層から構成される
導電層であって、
　前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第２導電層はアルミニウム（Ａ１）、ニッケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐｔ）、及びこ
れらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成されていることを特徴とする電気光学
装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の電気光学装置において、
　前記基板上に該基板を保護する下地保護層を備え、その保護層は二酸化珪素で構成され
、
　前記複数の導電層は前記下地保護層上から順に第１導電層、第２導電層、第３導電層か
ら構成され、
　前記第１導電層はチタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第２導電層は銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａ１）、ニッケル（Ｎｉ）及び白金（Ｐ
ｔ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つで構成され、
　前記第３導電層は窒化チタン（ＴｉＮ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タング
ステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、及びこれらの合金またはシリサイドのいずれか一つ
で構成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一つに記載の電気光学装置において、
　前記導電部は、前記基板に対向して配置された対向基板から平面的に突出して形成され
た突出部を備えていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電気光学装置において、
　前記対向基板は封止基板であり、
　前記封止基板は、前記基板上の少なくとも前記陽極と前記発光性材料と前記陰極と前記
素子形成層とを平面的に覆うように形成されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１１】
　基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成された陰極と、前記陽極と前記陰極と
の間に設けられた発光性材料とを備えるとともに、前記発光性材料を画素毎に区分けする
ためのバンク層と、前記基板と前記陽極と
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の間に形成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部と
、前記基板上には前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成され
る素子形成層と、前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層と
を電気的に切断するための絶縁層とを備えた電気光学装置の製造方法において、
　前記基板の上方に前記導電層を形成する工程と、
　前記導電層の上方に前記絶縁層、前記素子形成層、前記陽極及びバンク層を形成する工
程と、
　前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部開口パターンを形成するのと
同時に前記絶縁層に少なくとも前記接続部を除いた開口パターンを形成する工程と、
　前記発光性材料を形成する工程と、
　前記接続部を含む前記発光性材料を形成した領域の全面に前記陰極を形成する工程と
を備えたことを特徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電気光学装置の製造方法において、
　前記導電層は第１導電層、第２導電層及び第３導電層から構成される導電層を備え
　前記素子形成層は前記能動素子に信号を供給するための第１の信号線と第２の信号線と
を備え、
　前記第１導電層は前記第１の信号線を形成すると同時に形成され、
　前記第２導電層は前記第２の信号線を形成すると同時に形成されるようにしたことを特
徴とする電気光学装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の電気光学装置の製造方法において、
　前記導電層はスパッタ法で形成するようにしたことを備えたことを特徴とする電気光学
装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至１０のいずれか一つに記載の電気光学装置を備えていることを特徴とする
電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の電気光学装置は、基板上に形成された導電層と、前記導電層の上方に形成され
た素子形成層と、前記素子形成層の上方に形成された陽極と、前記陽極の上方に形成され
た発光性材料と、前記発光性材料の上方に形成された陰極と、を有し、前記素子形成層は
、前記陽極と前記陰極の間に設けられた前記発光性材料に供給される電流を制御するため
の能動素子が形成されており、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部
を備えている。
　本発明の電気光学装置は、基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成された陰極
と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光性材料とを備え、前記陽極は前記発光性
材料が設けられる画素毎に形成された電気光学装置において、前記基板と前記陽極との間
に形成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部とを備
えている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
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　この電気光学装置において、前記陽極および前記接続部は前記発光性材料が設けられる
画素毎に備えられていてもよい。
　この電気光学装置において、前記接続部は前記画素毎に備えられていてもよい。
　これによれば、形成される位置によって表示ムラが発生するのを画素毎に確実に抑制す
ることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　この電気光学装置において、前記導電層は前記基板と対向して配置された対向基板から
平面的に突出して形成された突出部を備えていることを特徴とする。前記対向基板は封止
基板であり、前記封止基板は、前記基板上の少なくとも前記陽極と、前記発光性材料と、
前記陰極と、前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成される素
子形成層と、を平面的に覆うように形成されていることを特徴とする。
　この電気光学装置において、前記導電層は前記基板から突出して形成された突出部を備
えていてもよい。
　これによれば、突出された導電層を各種外部装置と直接接続することで特別なインター
フェースといった接続手段を設けることなく前記各陰極の電位を直接制御することができ
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の電気光学装置の製造方法は、基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成
された陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光性材料とを備えるとともに、
前記発光性材料を画素毎に区分けするためのバンク層と、前記基板と前記陽極との間に形
成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部と、前記基
板上には前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成される素子形
成層と、前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的
に切断するための絶縁層とを備えた電気光学装置の製造方法において、前記基板の上方に
前記導電層を形成する工程と、前記導電層の上方に前記絶縁層、前記素子形成層、前記陽
極及びバンク層を形成する工程と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接
続部開口パターンを形成するのと同時に前記絶縁層に少なくとも前記接続部を除いた開口
パターンを形成する工程と、前記発光性材料を形成する工程と、前記接続部を含む前記発
光性材料を形成した領域の全面に前記陰極を形成する工程とを備えた。
　本発明の電気光学装置の製造方法は、基板上に、陽極と、該陽極に対向する位置に形成
された陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光性材料とを備えるとともに、
前記発光性材料を画素毎に区分けするためのバンク層と、前記基板と前記陽極との間に形
成された導電層と、前記陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部と、前記基
板上には前記発光性材料に供給される電流を制御するための能動素子が形成される素子形
成層と、前記素子形成層と前記導電層との間には前記素子形成層と前記導電層とを電気的
に切断するための絶縁層とを備えた電気光学装置の製造方法において、前記基板の上方に
前記導電層を形成する工程と、前記導電層の上方に前記絶縁層、前記素子形成層、前記陽
極及びバンク層を形成する工程と、前記絶縁層に開口パターンを形成するのと同時に前記
陰極と前記導電層とを電気的に接続するための接続部開口パターンを形成する工程と、前
記発光性材料を形成する工程と、前記接続部を含む前記発光性材料を形成した領域の全面
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に透明性導電膜を形成する工程とを備えた。
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